
日光市伝統工芸産業支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、日光市の伝統工芸産業における人材確保、技術の継承及び販

路拡大等を促進し、伝統工芸産業の活性化を図ることを目的として交付する日光

市伝統工芸産業支援補助金（以下「補助金」という。）について、日光市補助金等

交付規則（平成１８年日光市規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 伝統工芸産業 次に掲げるものを製造する産業をいう。 

ア 今市の挽物 

イ 日光下駄 

ウ 日光彫 

エ 郷土玩具日光茶道具 

オ 杉線香 

カ 指物 

(２) 新規就業者 伝統工芸産業の伝統的な技術・技法を習得するために市内の

事業者の下で就業し、将来にわたり市内で伝統工芸産業の製造に従事しようと

する者 

(３) 事業者 伝統工芸産業を営む個人又はその個人が従事する事業所若しく

は所属する団体をいう。 

(４) 展示会等 取引先及び事業の提携先の開拓、受注及び発注の機会の確保、

一般消費者への商品の販売等を目的に開催される展示会、見本市、商談会等を

いう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に

掲げる事業とする。 

(１) 就業環境整備事業 新規就業者の安定した居住の確保及び伝統工芸産業

の技術・技法の習得を図る事業 

(２) 魅力発信・販路開拓事業 伝統工芸産業の魅力の発信及び販路の開拓を図



る事業 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(１)  就業環境整備事業 次に掲げる要件のいずれにも該当する新規就業者 

ア 第６条の交付申請をする日（以下「申請日」という。）において、４０歳未

満であること。 

  イ 申請日時点において、伝統工芸産業の製造に就業してから３年を経過して

いないこと。 

  ウ 就業日数が月に概ね１２日以上であること。 

  エ 事業者の代表者と３親等以内の親族でないこと。 

  オ 伝統工芸産業の製造に関する高度な技術・技法を有し、実務経験年数が１

２年以上ある事業者の下で就業すること。 

  カ 補助金の交付終了後、引き続き３年以上、市内で伝統工芸産業の製造に従

事する意思を有すること。 

  キ 市税及び公共料金を完納していること。 

  ク 日光市暴力団排除条例（平成２４年条例第４号）第２条第１号に規定する

暴力団等に該当しない者であること。 

  ケ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する事業

を行っていない者であること。 

(２) 魅力発信・販路開拓事業 前号キからケまでの要件のいずれにも該当する

市内の事業者 

 （補助対象経費、補助金の額等） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額等

は、別表のとおりとする。ただし、国、県その他団体からの補助金等及び市の他

の補助金の対象となっている費用については、補助対象経費としない。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる補助対象事業の区

分に応じ、当該各号に定める申請書に、別表に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 



(１) 就業環境整備事業 日光市伝統工芸産業支援補助金（就業環境整備事業）

交付申請書（様式第１号） 

 (２) 魅力発信・販路開拓事業 日光市伝統工芸産業支援補助金（魅力発信・販

路開拓事業）交付申請書（様式第２号） 

２ 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭

和６３年法律第１０８号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額及び当該金額に地方税法(昭和２５年法律第２２６号)に規定する地方

消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下

同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請

時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りで

ない。 

（実績報告書） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したとき

は、速やかに規則第１３条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類

を添えて、市長に報告しなければならない。 

(１) 支払額を証する領収書等の写し 

 (２) 補助対象事業の実施状況が確認できる書類 

 (３) 就業実績証明書（様式第６号）（就業環境整備事業の場合に限る。） 

 (４) その他市長が必要と認める書類 

２ 交付申請をした者のうち前条第２項ただし書に該当する者は、前項の実績報告

を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを

補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還) 

第８条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様

式第７号)により速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命じることができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が



別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第５条・第６条関係） 

補助

対象

事業 

補助対象

経費 

補助金の

額 

交付期間及

び回数 

添付書類 

就業

環境

整備

事業 

家賃月額

（敷金、

礼金、保

証金その

他これら

に類する

費用を除

く。） 

補助対象

経費の２

分 の １

（ 上 限 

月 ３ 万

円）に居

住した月

数を乗じ

て得た額 

３６ヵ月を

限度とし、

上半期（４

月から９月

ま で を い

う。）及び下

半期（１０

月から翌年

３月までを

いう。）の２

期に分け、

交付する 

(１) 家賃積算書（様式第３

号） 

(２) 賃貸借契約書の写し 

(３) 位置図（住宅地図等に対

象住居の位置を明示したも

の） 

(４)  生年月日を確認できる

書類の写し 

(５) 就業証明書（様式第４

号） 

(６) 市税及び公共料金の納

付状況に関する調査の同意

書（様式第５号） 

(７) その他市長が必要と認

める書類 

道具等購

入、研修、

研さん等

に要する

経費 

補助対象

経費の２

分 の １ 

（ 上 限 

年１５万

円） 

 

 

 

一の年度に

つき一回限

りとし、通

算で３回を

限度とする 

 

(１) 見積書 

(２) 研修、研さん等の内容が

確認できる書類 

(３)  生年月日を確認できる

書類の写し 

(４) 就業証明書（様式第４

号） 

(５) 市税及び公共料金の納

付状況に関する調査の同意



書（様式第５号） 

(６) その他市長が必要と認

める書類 

魅力

発

信・

販路

開拓

事業 

 

新商品開

発、展示

会等への

出展、情

報発信等

に要する

経費 

補助対象

経費の２

分 の １ 

（ 上 限 

年１５万

円） 

一の年度に

つき一回限

り 

(１) 見積書 

(２) 新商品開発、展示会等へ

の出展、情報発信等の内容が

確認できる書類 

(３)  市税及び公共料金の納

付状況に関する調査の同意

書（様式第５号） 

(４) その他市長が必要と認

める書類 

  備考 補助金の額に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

 


